
令和５年１０月１３日（金）

東京都建設局河川部

西多摩建設事務所

青梅市都市整備部土木課

市民安全部防災課

① 土砂災害（がけ崩れ）とは

② 急傾斜地崩壊対策事業について

③区域の指定について
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① 急傾斜地の崩壊（がけ崩れ）とは
 集中豪雨などにより、斜面が突然崩れ落ちる現象

 突発的で瞬時に崩れ落ちるため、逃げ遅れる人も多
く致死率の高い災害

がけ崩れのおそれのある箇所

＜都内：約1５,５00ヵ所＞

（青梅市内：約1000ヵ所）

⇒全ての危険箇所で対策工事

を行うことは困難
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① 近年の土砂災害
（1）檜原村（藤原地区）

 平成19年9月6日発生

 台風9号に伴う大雨

（総雨量 600mm超）

 大規模な斜面崩壊

 崩壊規模：高さ約110ｍ、

幅約65ｍ
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① 近年の土砂災害
（2）奥多摩町（原地区）

 平成23年5月30日7時50分頃 発生

 台風2号・低気圧に伴う大雨 （110mmを超える総雨量）

 斜面崩壊： 高さ約15ｍ、延長約30ｍ、倉庫損壊、都道通

行止め
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【都内の土砂災害発生状況】

【令和５年度の全国の土砂災害発生状況】

1,333件（内、がけ崩れは1,190件）(R5.９現在)

発生年度 がけ崩れ 土石流 合計

令和元年度 20 5 25

令和２年度 5 0 5

令和３年度 1 0 1

令和４年度 0 0 0

令和５年度 0 0 0

② 急傾斜地崩壊対策事業について
 『急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律』
（急傾斜地法）に基づき事業を実施

 土地の所有者、管理者、占有者及び崩壊により被害を受
ける恐れのある人は、その土地の保全に努めなければな
らない （法9条）

 急傾斜地崩壊防止工事は、当該急傾斜地の所有者、被害
を受けるおそれのある者等が施行することが困難又は不
適当と認められる場合（法12条）
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地元からの要望 ⇒ 東京都が施工する
※都道府県が実施するには条件（指定基準）あり

誘発助長区域急傾斜地誘発助長区域

③ 急傾斜地崩壊危険区域の指定
 『急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律』に基
づき区域を指定

 危険な斜面を『急傾斜地崩壊危険区域』に指定し、有害
行為の制限、崩壊防止工事等の対策を推進

勾配30°以上

高さHの範囲

急傾斜地崩壊危険区域

高さH
(5ｍ以上)

高さHの範囲
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③ 急傾斜地崩壊危険区域の予定範囲
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急傾斜地崩壊危険区域



③ 急傾斜地崩壊危険区域に指定されると

 標識の設置（法６条）

 区域の概要（標柱位置、地物など）
 指定時点の地番、建物形状

 施設の管理

 点検による施設の破損等の確認
 補修などの管理

 行為の制限

 有害行為の制限
 土地の保全等の勧告・改善措置の命令

区域を示す標識
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急傾斜地崩壊危険区域の指定の手順

急傾斜地崩壊危険区域における行為の制限
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急傾斜地崩壊危険区域の指定の手順

• 事業の概要、区域指定による効果
等を説明します。

• 土地所有者、建物所有者から危険
区域指定の同意書を頂きます。

• 土地使用貸借契約の締結に先立ち、
施設が設置される土地所有者には、
工事施工について承諾を頂きます。

• 事業・区域指定の要望を受け、必
要性について検討します。

区市町村・東京都

• 区域に指定されると行為制限等が
あるため、地元の賛同が必要です。

急傾斜地の土地所有者等、地
元から事業・区域指定の要望
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地元説明会

危険区域指定予定地内の関係
者から同意書提出

急傾斜地崩壊危険区域の指定の手順

• 工事施行に向け、より綿密な設
計・施工計画を立案します。

• 都の公報に告示します。告示され
た日から有害行為が制限され、知
事の許可が必要になります。

• 現地で工事を行います。

• 施設の設置される土地について、
土地使用貸借契約を締結します。

危険区域の指定告示

崩壊防止施設の工事施工

土地使用貸借契約締結
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詳細設計



急傾斜地崩壊危険区域における行為の制限
土地の所有者、管理者、占有者及び崩壊により被害
を受ける恐れのある人は…

1.有害行為の制限
• 水の浸透を助長する行為
• 急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置、改造
• 土地の切り盛り、掘削行為
• 立木や竹の伐採
• 木や竹を滑り下したり、地引による搬出
• 土砂の採取、集積
• その他、急傾斜地の崩壊を助長、誘発する行為で政令で定め

るもの

2.土地の保全・防災措置の勧告・改善措置の命令

3.東京都における崩壊防止工事の施行
（法７条～１２条）
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対策施設の設置と
工事の進め方について

東京都西多摩建設事務所
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● 現地の状況（1）
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多摩川

14

● 現地の状況（2）

⑤

⑥

⑤ ⑥
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○ 対策工法について

鉄筋挿入工

吹付法枠工・植生基材吹付

300

完成イメージ

※施工範囲及び工法については、
今後の詳細検討により変更となる可能性がございます。 16

青梅市日向和田三丁目地区急傾斜地
工事の実施にあたって

①対策工事内容は 「吹付法枠工＋鉄筋挿入工」を予定しています。

② 対策施設に支障となる樹木は伐採させていただきます。
また、廃棄物・物置等は所有者の方ご自身で撤去をお願いいた
します。

③ 東京都で実施できる工事・維持管理の内容は斜面対策工に
関わるもののみです。

④ 工事施工及び維持管理の際に必要な作業スペース、
車両進入路※については無償提供をお願いいたします。

※必要な範囲は検討中のため、個別でご相談に伺います。
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青梅市日向和田三丁目地区急傾斜地
工事完了後について

①工事完了後、維持管理（対策施設周辺の草刈り等）について
は土地所有者もしくは居住者の皆様に実施して頂くようお願
いいたします。
（対策施設の維持管理は東京都が行います）

② 急傾斜地崩壊危険区域内もしくは周辺に標柱、標識を
設置させていただきます。

③ ご所有の土地内に施設が施工された地権者の方々には
「土地使用貸借契約書」を締結していただきます。
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　　(土地の引き渡し）

第 4 条 　甲はこの土地を契約と同時に現状のまま乙に引き渡すものとする。

　　(土地の保存等）

第 5 条 　甲はこの土地の現状を変更したり、新たな施設を設置してはならない。

ただし乙の承諾を得た場合はこの限りではない。

　　(転賃等の条件）

第 6 条 　甲はこの土地を他人に譲渡し、又は他人に貸与若しくは担保の目的に

する場合は乙の承諾を得るものとする。

　　(維持管理）

第 7 条 　乙は急傾斜地崩壊防止施設の維持管理にあたるものとし、天災、

その他、甲の責に帰し得ない事由により、本施設に破壊、破損が生じた

場合は、乙の責任において措置する。

　甲は本施設に、破壊、破損等が生じていることを発見した場合、

乙に速やかに通知するものとする。

　　(契約費用）

第 8 条 　この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

第 9 条 　この契約の各条項の解釈について、疑義が生じたとき、又はこの

契約に定めない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

　　　甲と乙は本書を2通作成し、それぞれ記名捺印のうえ1通を保有する。

令和　　　年　　　月　　　日

甲

乙

東 京 都 知 事

東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 ２ － ８ － １

小 池 百 合 子

対策工事が完了したら・・・
用地測量を実施して「土地使用貸借
契約書」を締結。

署名・捺印をお願いします。

様式です。

◎契約の際には「実印」での捺印となりますので、
別途「印鑑証明書」をご用意ください。

● 土地使用貸借契約書について
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同意書へのご協力の

お願いについて

青梅市都市整備部土木課

市民安全部防災課
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事業要望書兼区域指定及び
工事実施同意書について

①対象は急傾斜地崩壊危険区域の指定予定箇所の
土地所有者の皆様

②署名を頂く方は原則、登記名義人もしくは法定相続人※

※諸般の理由により、上記の方との接触が困難となり署名を頂けない場合は、
書面下部に記載の方が代理で署名することが可能です。
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事業要望書兼区域指定及び
工事実施同意書について

登記名義人及び代表相続人の
署名・捺印をお願いします。 22

工事施行同意書について

①対象は対策施設配置箇所及び工事の影響を受けると
考えられる箇所（作業スペース、工事車両進入路）の
土地所有者の皆様

②署名を頂く方は原則、登記名義人もしくは法定相続人※

※諸般の理由により、上記の方との接触が困難となり署名を頂けない場合は、

書面下部に記載の方が代理で署名することが可能です。
なお、施設配置箇所と施工スペース等では代理で署名できる方が大きく異なります。
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工事施行同意書について

登記名義人及び代表相続人の
署名・捺印をお願いします。 24

青梅市日向和田三丁目地区における
急傾斜地崩壊防止事業へのご協力を

お願い申し上げます。
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青梅市日向和田三丁目地区
急傾斜地崩壊防止事業説明会
【測量へのご協力のお願いについて】

令和5年10月13日

東京都西多摩建設事務所
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（表） （裏）

測量会社の担当者が携帯する身分証と腕章
注 意

1. この証明書は、標記 委託 に従事する
場合には、必ず携帯し、関係人に請求があっ
たときは、いつでも提示しなければならない
。
2.この証明書の記載事項は訂正しない。訂正
したものは無効とする。
3. この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡
してはならない。
4. この証明書を紛失したときは、すみやか
に東京都○○建設事務所長へ届け出なければ
ならない。
5. この証明書の有効期間は、委託期間とし
、有効期間を経過したときは、すみやかに東
京都○○建設事務所長へ返還しなければなら
ない。

５西建○○身第1号

勤務先

　上記の者は東京都施行の下記委託
に従事する者であることを証明する。

記

１．件　　　名

２．委託場所

３．委託期間 自 令和 5 年 9 月 11 日

至 令和 6 年 3 月 11 日

年 月 日

東京都西多摩建設事務所長

勤務先住所

氏名 〇〇　〇〇

身 分 証 明 書

㈲武双測量システム

西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎２８２番２０５号

東京都青梅市日向和田三丁目地内

青梅市日向和田三丁目地区急傾
斜地崩壊防止工事に伴う河川境界
確定測量（５－５）

公印

顔写真
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ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭

河川境界確定測量について（例）

ＡさんＢさん

Ｃさん

多摩川 ⇒

多摩川境界確認線

： 境界確認線
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立会通知

【留意事項】
立会日時は、西多摩建設事務所が
予定日を設定します。
ご都合の悪い場合には、個別に調整
させていただきます。
なお、代理の方の立会いでも結構です。

令和 5 年 月 日

様

土地の所在

立会の日時 令和 5 年 月 日( ) 午前 時 分

別紙現地案内図（集合場所）のとおり

立会に際しましては

・

・

・

・

・

担当者 東京都

測量会社

　日頃より、東京都の急傾斜地事業に対するご理解とご協力をいただきありがとうございます。

５ 西 建 工 二 第 号

お願いいたします。

○○○○○

土地境界の立会確認のお願い

東京都西多摩建設事務所長

所有されている土地を貸している方は、借地人の方への連絡をお願いいたします。

代理人に立会わせる場合は、委任状をご持参ください。

境界について、参考となる図面または書類があればご持参ください。

ご都合の悪い方は、日時等の調整を行いますので、下記の担当者までご連絡いただきますよう

この通知状と印鑑（認印）をご持参ください。

記

電話

東京都西多摩建設事務所長

工事第二課　測量担当

０４２８－２２－２７５１電話

鈴木、野口

　このたび、青梅市日向和田三丁目地区急傾斜地崩壊工事に必要となる用地測量作業に伴い、あなた

〒198-0042 青梅市東青梅３－２０－１

集 合 場 所

様の所有されている土地と、多摩川河川区域との境界を現地で確認していただく必要がございます。

　お忙しい中、誠に恐縮ではありますが、下記の日時にお立会下さるようご通知させて頂きます。

東京都青梅市日向和田三丁目○○○番○○

【代理人の立会い】
代理の方が現地立会をされる場合は、
「委任状」が必要になります。
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多摩川河川区域（国有地）との確認作業

現地に設置した杭の
場所を現地立会のうえ
「土地境界図」へ署名・
押印をお願いします。

土地の境界線を示した平面図
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【問い合わせ先】
◎工事に関する事
東京都西多摩建設事務所 工事第二課 河川設計担当

北浦・田川 電話 0428-22-2740
◎測量に関する事
東京都西多摩建設事務所 工事第二課 測量担当

鈴木・野口 電話 0428-22-2740
E-mail：S0200232@section.metro.tokyo.jp

◎同意書に関する事
青梅市都市整備部土木課 福泉・久保田

電話 0428-22-1111（内線：2588,2561）
市民安全部防災課 茂木・小野里

電話0428-22-1111（内線：2504,2503）

おわり
ご静聴ありがとうございました。
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官公庁が発信している防災情報

●東京都水防災総合情報システム
（東京都河川部）
スマートフォン版 PC版 軽量版

●東京都水防チャンネルYouTube
（東京都河川部）

●気象庁 ●防災マップ
（青梅市）

東京都水防災総合情報システム

東京都水防チャンネルYouTube 32
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